
日向市職員等の内部通報に関する要綱をここに公表する。

令和８年３月１２日

日向市長 西 村 賢

日向市告示第３３号

日向市職員等の内部通報に関する要綱

（目的）

第１条 この告示は、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。）の趣旨に

鑑み、内部通報について必要な事項を定めることにより、市政における違法な事態の防止及び損失

の抑制を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、公正か

つ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 職員等 次に掲げる者及びこれらの者であったものをいう。

ア 本市（以下「市」という。）に在籍する地方公務員法（昭和 25年法律第 261 号）第３条に規

定する一般職及び特別職に属する職員（以下「市職員」という。）

イ 市が派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和 60年法律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）の労働者

派遣（同条第１号に規定する労働者派遣をいう。）により役務の提供を受ける場合における当

該派遣労働者

ウ 事業者が市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合における当該事業者の役員

並びに当該事業に従事する労働者（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条に規定する労

働者をいう。以下同じ。）及び派遣労働者

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の２第３項に規定する指定を受けた事業者の

役員並びに当該指定に係る事業に従事する労働者及び派遣労働者

(２) 任命権者 地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者をいう。

(３) 内部通報 職員等が、人事上の処遇に関する事項その他の事項について私益を図るにとどま

る目的又は不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市又は

市の事業に従事する場合における市職員、代理人その他の者について、市政運営上の次のいずれ

かに該当する行為（不作為を含む。）（以下「法令違反行為等」という。）の事実が生じ、又は

まさに生じようとしている旨を、市に通報することをいう。

ア 自己又は他の市職員の法令及び条例その他の例規に違反し、又は違反するおそれのある行為

イ 人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある行為

ウ その他市民全体の利益その他の公益に反するおそれがある行為

(４) 内部通報者 内部通報をした職員等をいう。

（不利益な取扱いの禁止）



第３条 任命権者は、その任用し、又は任用していた内部通報者（市職員に限る。）が内部通報をし

たことを理由として、当該内部通報者に対して懲戒処分、人事、給与その他の勤務条件に係る不利

益な取扱いをしてはならない。

２ 事業者は、その使用し、又は使用していた内部通報者（市職員を除く。）が内部通報をしたこと

を理由として、当該内部通報者に対して解雇又は労働者派遣契約の解除、降格、減給その他の不利

益な取扱いをしてはならない。

３ 前２項の不利益な取扱いを受けた内部通報者は、その旨を内部通報審査委員会に申し出ることが

できる。この場合において、当該内部通報者は、特段の事由がない限り、当該内部通報をしたこと

を理由として当該不利益な取扱いを受けたものと推定する。

（内部通報の方法）

第４条 内部通報は、次条第 1項に規定する相談窓口又は同条第４項に規定する弁護士窓口に行うも

のとする。

２ 内部通報は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。この

場合において、内部通報をする職員等は、当該法令違反行為等の事実が生じ、又は生じようとして

いると思料する場合は、法第３条第２号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出するもの

とする。

(１) 次条第１項に規定する相談窓口 書面、ファクシミリ、電子メール、電話、面談等

(２) 次条第４項に規定する弁護士窓口 書面、ファクシミリ、電子メール等

３ 内部通報は、次に掲げる事項を確実な資料に基づき明らかにしなければならない。

(１) 内部通報をする職員等（市職員に限る。）にあっては氏名及び所属部署、内部通報をする職

員等（市職員を除く。）にあっては氏名及び自らを使用する事業者の名称

(２) 法令違反行為等の事実が生じ、又は生じようとしている日時及び場所（法令違反行為等が不

作為である場合にあっては、するべきであった行為の内容）並びに証拠の状況

(３) その他任命権者が必要と認める事項

（相談窓口）

第５条 内部通報は、内部通報の相談窓口（以下「相談窓口」という。）において受け付けるものと

する。

２ 相談窓口は、総務部職員課人事研修係とする。

３ 法第 11 条第 1項に規定する公益通報対応業務従事者（以下「公益通報対応業務従事者」とい

う。）は、次の各号に掲げる業務に応じ、当該各号に定める職員とする。

(１) 内部通報の受付及び受理並びに当該内部通報に係る通報対象事実の調査 前項に規定する相

談窓口の所属の担当職員

(２) 法令違反行為等の是正に必要な措置 当該措置をとる任命権者が指定する職員

４ 第１項に規定するもののほか、弁護士が担当する窓口（以下「弁護士窓口」という。）を設置す

ることができるものとする。



５ 内部通報を受け付けた公益通報対応業務従事者及び弁護士窓口の弁護士は、当該内部通報の内容

を当該内部通報者から聴取するとともに、これを内部通報報告票（別記様式第１号）に記録するも

のとする。

６ 前項の場合において、速やかに内部通報審査委員会に報告するものとする。

（内部通報審査委員会）

第６条 内部通報及び第３条第３項の規定による不利益な取扱いを受けた旨の申出（以下「不利益な

取扱いを受けた旨の申出」という。）について調査審議するため、内部通報審査委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。

２ 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(１) 内部通報及び不利益な取扱いを受けた旨の申出の受理又は不受理の決定に関すること。

(２) 内部通報及び不利益な取扱いを受けた旨の申出に係る調査、審査及び報告に関すること。

(３) 内部通報及び不利益な取扱いを受けた旨の申出に係る再発防止の措置に関すること。

(４) その他市長が必要と認める事項に関すること。

３ 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(１) 副市長

(２) 総務部長

(３) 教育部長

(４) 総務課長

(５) 職員課長

(６) 当該内部通報に係る法令違反行為等を所管する部の長（第２号及び第３号に掲げる職にある

者を除く。)

４ 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

５ 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。

６ 会議は、委員全員の出席をもって開催するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。

７ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその

職務を代理する。

８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

９ 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項又はこ

れらの者の従事する業務に直接の利害のある事項については、会議に出席することができない。

10 委員会は、必要と認めるときは、内部通報に係る事項の決定に関し権限を有する者及び内部通報

に係る職員等を監督する責務を負う者（以下「管理者等」という。）から事情を聴くことができ

る。

11 委員会は、必要と認めるときは、弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。）その他専門的

知識を有する者から意見を聴くことができる。

12 会議は、非公開とする。



13 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

（受理又は不受理の決定等）

第７条 委員会は、第５条第６項の規定による内部通報の報告があったときは、内部通報者からその

趣旨を聴取の上、当該内部通報の受理又は不受理の決定をするものとする。

２ 前項の場合において、委員会は、当該内部通報が第２条第３号に規定する目的で行われたものと

認めるときは、その不受理の決定をしなければならない。

３ 委員会は、前２項の規定により内部通報の受理又は不受理の決定をしたときは、直ちに当該内部

通報に係る概要及び決定の内容を市長に報告しなければならない。

４ 前項の場合において、内部通報者の氏名及び所属部署（内部通報者が市職員以外の職員等である

場合にあっては、氏名及び自らを使用する事業者の名称）については、これを報告してはならな

い。ただし、あらかじめ内部通報者の同意を得たとき、又は内部通報者から特に求めがあったとき

は、この限りでない。

５ 委員会は、第１項及び第２項の規定により内部通報の受理又は不受理の決定をしたときは、遅滞

なく、当該決定の内容（受理の決定をした場合にあっては、決定の内容及び当該内部通報に係る手

続の終了までに必要と見込まれる期間）を内部通報者に通知するものとする。ただし、通知を希望

しない内部通報者については、この限りでない。

（事実確認の調査）

第８条 委員会は、内部通報の受理の決定をしたときは、遅滞なく当該内部通報に係る法令違反行為

等の事実の確認のための調査を開始しなければならない。

２ 委員会は、公益通報対応業務従事者に、管理者等に対し説明を求め、及びその管理する関係書類

等を閲覧し、又はその提出を求めるなどによる調査をさせるものとする。

３ 公益通報対応業務従事者は、前項の調査を行ったときはその結果を委員会に報告しなければなら

ない。

４ 職員等及び管理者等は、第１項及び第２項の調査に協力しなければならない。

５ 前項の規定により調査に協力した職員等及び管理者等は、調査を受けた事実及び調査により知り

得た情報を他に漏らしてはならない。

６ 委員会は、第１項及び第２項の調査の結果を内部通報に係る調査結果報告書（別記様式第２号）

により市長に報告しなければならない。

７ 前条第４項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

（再発防止のために必要な措置等）

第９条 市長は、前条第６項の規定により当該内部通報に係る法令違反行為等に関し、その事実があ

る旨の報告を受けたときは、次に掲げる措置（以下「再発防止のために必要な措置等」という。）

をとらなければならない。この場合において、当該報告の内容が他の任命権者の所管に属するもの

であるときは、市長は当該他の任命権者に通知し、当該他の任命権者は市長に準じて再発防止のた

めに必要な措置等をとらなければならない。

(１) 再発防止のために必要な措置



(２) 告発または告訴（必要と認める場合に限る。）

２ 市長又は他の任命権者（以下「市長等」という。）が相当な期間が経過しても再発防止のために

必要な措置等をとらないときは、委員会は、期限を定めて再発防止のために必要な措置等をとるよ

う勧告することができる。この場合において、市長等が同項の措置をとらないときは、自ら再発防

止のために必要な措置等をとることができる。

３ 市長等は、第１項の報告及び前項の勧告を受けたときは、誠実に対応しなければならない。

４ 委員会は、第１項の結果を内部通報者に通知しなければならない。ただし、通知を希望しない内

部通報者については、この限りでない。

（不利益な取扱いを受けた旨の申出に係る調査等）

第 10条 第７条及び第８条の規定は、委員会による不利益な取扱いを受けた旨の申出に係る受理又は

不受理の決定及び事実確認の調査について準用する。

２ 委員会は、不利益な取扱いを受けた旨の申出に係る不利益な取扱いの事実があると認めるとき

は、当該不利益な取扱いをした者に原状回復その他の改善を勧告することができる。

３ 市長等は、内部通報者が第３条第１項又は第２項の不利益な取扱いを受けたとき、又は受けるお

それがあると認めるときは、その改善又は防止のために必要な措置をとらなければならない。この

場合において、前項の規定による勧告が行われたときは、当該勧告の内容を踏まえて必要な措置を

とるものとする。

（名誉回復の措置）

第 11条 市長等は、内部通報に係る事実がないことが明らかになった場合において、関係者の名誉が

害されたと認めるときは、当該関係者の名誉を回復するために適切な措置をとらなければならな

い。

（市職員の処分の軽減）

第 12条 市長等は、内部通報者が内部通報に係る法令違反行為等に関与した市職員である場合におい

て、当該市職員の懲戒処分をするときは、当該法令違反行為等を別に定める日向市職員の懲戒処分

に関する指針の基準に照らして決定した場合の懲戒処分の内容を軽減して、その内容を決定するこ

とができる。

（個人情報の取扱い）

第 13条 内部通報者に関する情報は、非公開とする。

（人権への配慮）

第 14条 市長等は、この告示の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないように配慮し

なければならない。

（運用状況の公表）

第 15条 市長は、この告示の運用状況に関して必要と認める事項（内部通報者が特定されるおそれの

ある情報を除く。）を適宜公表するものとする。

（その他）

第 16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。



附 則

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



別記様式第１号（第５条関係）

内部通報受付票

（市職員等からの通報）

この欄には記入しないでください。

通報者名

区 分

１ 市職員 ２ 派遣労働者（派遣元： ）

３ 請負事業者の従業員（雇用元： ）

４ 指定管理者の従業員 ５ 他の団体から市の各機関へ派遣等されている職員

６ 通報の日前１年以内に１～５のいずれかであったもの（該当する番号： ）

７ 請負事業者の役員（雇用元： ）

８ 指定管理者である事業者の役員

所属（労務提供先）

連絡先

及び方法

【連絡方法】

電話（自宅・職場・携帯・他（ ））、メール（自宅・職場・他（ ））、

ＦＡＸ（自宅・職場・他（ ））、郵送（自宅・職場・他（ ））、

その他（ ）※できる範囲で複数の方法

【連絡先】

【留意事項、都合の良い時間帯等】

通報内容

（違反等の事実）

・いつ

・どこで

・誰が

・何を

・何のために

・どうしたのか

通報対象事実は：生じている・生じようとしている

【通報内容を客観的に説明できる資料等】

１ ある（どんな資料か） ２ ない（どうすれば説明できるか）

【通報内容をどのように知ったか（知った経緯）。】

【通報内容を知っている者が他にいるか。】

【通報内容に関して上司等と話し合ったことはあるか。】

調査結果や是正措置等の通知（希望する・希望しない）

通報日時 年 月 日 時 分 受付担当者

通報の方法 電話・面談・郵送・電子メール・ファックス・その他（ ）



注１ この内部通報票は、次に該当するものがあったときに使用してください。

(１) 法令（市の条例、規則等を含む。）に違反する行為

(２) 市民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれに対し重大な影響を及ぼす

おそれのある行為

(３) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為

２ 内部通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報して

はなりません。

また、客観的事実に基づき、誠実に通報し、通報に基づき行われる調査に協力しなければなり

ません。証拠等の客観的に事実が説明できる資料がある場合は必ず添付してください。

３ 内部通報者の氏名等は公にされず、不利益な取扱いは禁止されていますので、実名により通報

してください。ただし、上記「区分」、「連絡先及び方法」、及び「客観的に事実が説明できる資

料」がある場合はこの限りではありません（匿名の場合、調査結果等の中止ができません。ま

た、事実関係の調査を十分にできない可能性があります。）。

４ この様式で足りない場合は、任意に用紙を足してください。



別記様式第２号（第８条関係）

調査結果報告書

（内部職員等からの通報）

通報受理・

不 受 理

【受理・不受理（不受理の場合はその理由）】

受 理・

不受理通知
年 月 日通知

調 査 【実施する・実施しない（実施しない場合はその理由）】

調査通知 年 月 日通知

調査協力課

調査結果

調査結果の

通 知
年 月 日通知

是正措置等

の 内 容

是正措置等

の 通 知
年 月 日通知

事後の確認
公益通報者の不利益取扱い（無 ・ 有（ ））

不正行為は発生（ していない ・している）


